
山梨県公安委員会規則第８号

自転車運転者講習の実施に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
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自転車運転者講習の実施に関する規則の一部を改正する規則

自転車運転者講習の実施に関する規則（平成２７年山梨県公安委員会規則第３号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「第１０８条の２第１項第１４条」を「第１０８条の２第１項第１６号」に

改める。

第２条第１項中「第１０８条の３の４」を「第１０８条の３の５第２項」に、「第３

８条の４の４の」を「第３８条の４の４第２項の規定により、」に改める。

第３条第１項中「場合は」を「場合においては」に改め、同条第２項中「命令通知書」

を「自転車運転者講習受講命令通知書」に改め、同条第４項中「命令執行通知書」を「自

転車運転者講習受講命令執行通知書」に、「命令書返送書」を「自転車運転者講習受講

命令書返送書」に改める。

第５条第１項中「第３８条第１４項」を「第３８条第１６項」に改め、同条第５項中

「棄損」を「毀損」に、「再交付申請書」を「自転車運転者講習終了証書再交付申請書」

に改める。

第１号様式中「命令通知書」を「自転車運転者講習受講命令通知書」に改める。

第２号様式中「命令執行通知書」を「自転車運転者講習受講命令執行通知書」に改め

る。

第３号様式中「命令書返送書」を「自転車運転者講習受講命令書返送書」に改める。

第５号様式中「第１０８条の２第１項第１４号」を「第１０８条の２第１項第１６号」

に改める。

第６号様式中「再交付申請書」を「自転車運転者講習終了証書再交付申請書」に、「□

棄損」を「□ 毀損」に改める。

第７号様式中「第１０８条の２第１項第１４号」を「第１０８条の２第１項第１６号」

に改める。

附 則

この規則は、令和５年７月１日から施行する。


